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ウ-②．電子申告手順（納税者）

１．インターネットから電子申告ページ（PCdeskNext)に接続。
  利用届出登録時に発行された利用者ＩＤ及びその際に自ら登録したパスワードを入力して、ログインボタンを押す。

利用届出時に利用者に示された利用
者ＩＤ及び自身が登録したパスワー
ドでログインする。
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２．利用規約確認、同意画面が表示されるので「同意する」を押す。

３．利用届出時に登録してある税目に応じて、選択できるメニューが表示される。
3-1.納付申告書・その他各種届出・報告書等(Pcdesk Nextにて直接内容を入力するもの)

一例として納付申告書の手続きを例示する。
メニューにて「軽油引取税納付申告書」を選択。

2/12



電子申告参照資料̲軽油引取税̲処理フロー【利用者用】 申告（納税者）

提出先事務所を選択し入力へ進むをクリック

提出先事務所を選択し入力へ進むをクリック

【中略】
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申告書入力画面が表示されるので、必要事項を入力し確認に進むをクリック

内容に問題がなければ電子署名へ進むが表示されるのでクリック
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電子証明書確認後、署名・申告するをクリック（以上で申告完了。地方公共団体は事務所の審査クライアントから確認できる。）
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3-2
納入申告書・16号37様式～40様式・16号41様式
(作成支援ツールにて作成した申告書・報告書データの送信)
以下赤枠３つが作成支援ツールにて作成したデータを地方公共団体へ送信するメニュー画面の項目となる
一例として納入申告書ＣＳＶ一括取込を例示する。

納入申告書を選択する→電子署名環境を確認する→入力へ進むの順にクリック
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ＣＳＶ一括取込画面が表示されるので、ファイルの選択ボタンから、事前準備で作成支援ツールから出力した
 CSVファイルを選択した上で、「選択ファイルを取込む」を押す。

ファイル形式が違う等であれば、
この時点でエラーになる。
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チェックが通れば、ファイル添付へ進むボタンが表示されるので、ファイル添付へ進むをクリック。
（詳細ボタンを押すことで、申告内容を画面上から確認することも可能。）

添付ファイルがあれば添付、なければそのまま確認へ進むをクリック。そのド電子署名へ進むをクリック。

７．チェックが通れば、確認へ進むボタンが表示されるので、確認へ進むボタンを押す。
（詳細ボタンを押すことで、申告内容を画面上から確認することも可能。）
 

詳細ボタンを押した場合下記のイメージで申告内容が表示される。
（中途で省略したが、数量や税額も表示される。）

電子署名確認後、署名・申告するをクリック（以上で申告完了。地方公共団体は事務所の審査クライアントから確認できる。）
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４．地方公共団体独自様式について
地方公共団体独自の規則様式・要領様式についてはダウンロード画面での様式ファイルのダウンロードが必要となる

TOP画面の申告書ダウンロードをクリック

申告書ダウンロード画面が表示され地方公共団体が登録した申告等の様式が表示される
必要な様式をクリック
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説明欄にて本様式を送信する項目を確認(今回は【共通】更正請求書、様式により異なる)
ダウンロードファイル欄より様式ファイルをダウンロードして保存する。

TOP画面に戻り、手続き一覧から説明欄にあった項目をクリック
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選択した手続きの入力画面の【添付書類】に先ほどダウンロードし作成した様式を添付する
その後、手続きの添付書類として送信される

12/12


